
船舶インシデント調査報告書 

令和２年１１月４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 令和２年３月７日 ００時３０分ごろ 

発生場所 鹿児島県南大隅
おおすみ

町佐多
さ た

岬西南西方沖 

 佐多岬灯台から真方位２４８°７.８海里付近 

 （概位 北緯３０°５６.６′ 東経１３０°３１.１′） 

インシデントの概要  押船第八明力
めいりき

丸は、南南東進中、主機の運転ができなくなり、運航

不能となった。 

インシデント調査の経過 令和２年４月３０日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 押船 第八明力丸、１９.５５トン 

  ２９５－１３６６２熊本、株式会社住吉 

  ディーゼル機関、４サイクル、出力３６７kW、連続最大回転数毎

分７２０、使用燃料軽油、６気筒、ボア及び製造年月日不詳 

Ｂ 台船 第７８明力号、長さ３４.０ｍ、幅１５.０ｍ、深さ２.３    

ｍ 

  なし、株式会社住吉 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 インシデントの経過  Ａ船は、船長ほか３人が乗り組み、Ｂ船に船首を嵌
かん

合し、南南東進

中、機関室から異音がし、船長が機関室に行ったところ、主機潤滑油

低下の警報ランプが点灯していたので、主機を停止し、その後運航不

能となった。 

Ａ船は、本インシデント後、機関修理業者が主機の点検を行ったと

ころ、船首側から数えて１～３番主軸受が焼損し、また、潤滑油だめ
．．

内にはスラッジが多量に溜まり、潤滑油一次こし
．．

器（吸込み口）がス

ラッジの付着によって目詰まりに近い状態となっていた。 

 Ａ船は、昭和５４年７月に進水し、平成１６年３月に中古で購入さ

れた後、主機の開放整備が定期的に行われていたものの、主機潤滑油

だめ
．．

内の清掃が行われておらず、購入以前の清掃状況も不明であっ

た。 

分析  Ａ船は、平成１６年３月に中古で購入された後、主機潤滑油だめ
．．

内

の清掃が行われていない状況下、南南東進中、主機潤滑油だめ
．．

内の潤

滑油一次こし
．．

器がスラッジの付着によって目詰まり気味となったこと



から、潤滑油ポンプの吐出油量が減少し、１～３番の主軸受の潤滑が

阻害されて同軸受が焼損し、主機の運転ができなくなり、運航不能と

なったものと考えられる。 

原因  本インシデントは、夜間、Ａ船が、平成１６年３月に中古で購入さ

れた後、主機潤滑油だめ
．．

内の清掃が行われていない状況下、南南東進

中、主機潤滑油だめ
．．

内の潤滑油一次こし
．．

器がスラッジの付着によって

目詰まり気味となったため、潤滑油ポンプの吐出油量が減少し、１～

３番の主軸受の潤滑が阻害されて同軸受が焼損し、主機の運転ができ

なくなったことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・主機潤滑油だめ
．．

内の清掃を定期的に行うこと。 

 


